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１．はじめに 

 
 平成１８年地価公示における三大都市圏の住宅地の地

価動向については、「各圏域の中心都市の都心部では、ほ

ぼすべての地点が上昇又は横ばいとなった。特に、マン

ション需要の旺盛な地域や住環境に優れている伝統的な

高級住宅地においては、高い上昇率を示す地点も見られ

るが、それ以外の大半の地点はわずかな上昇又は横ばい

となった。」（国土交通省資料）とされており、また、東

京都２３区内の住宅地の動向について、「東京都及び東京

都区部も平成３年以来１５年ぶりに平均で上昇となった。

特に、港区、渋谷区等では、平均で高い上昇率となった。

東京都区部のほぼすべての地点が上昇又は横ばいとなっ

た。特に、都心部のマンション需要の旺盛な地域や住環

境に優れている伝統的な高級住宅地においては、２割を

超える上昇地点も見られた。」とされており、住環境に

優れている伝統的な高級住宅地の高い上昇率が指摘され

ている。 

 都市計画法上の用途地域である「低層住宅に係る良好

な住居の環境を保護するため定める地域」（都市計画法

第９条第１項）とされる第一種低層住居専用地域と、「主

として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域」（同条第２項）とされる第二種低層住居専

用地域は、一般的に住環境に優れている低層の住宅地に

ついて指定され、低層住居について良好な環境を有して

いることが推定される。また、「中高層住宅に係る良好

な住居の環境を守るため定める地域」（同条第３項）と

される第一種中高層住居専用地域と、「主として中高層

住居専用地域に係る良好な住居の環境を守るため定める

地域」（同条第４項）とされる第二種中高層住居専用地

域は、一般的に住環境に優れる中高層の住宅地に指定さ

れていると推定される。 

これらの地区について、住環境の優れた住宅地の地価

水準と変動率との関係を分析し、地価水準が相対的に高

い、すなわち、一般的に、土地の住環境に優れた地域ほ

ど土地価格の面で価値が評価され、その価格水準と上昇

率に相関が高いことが考えられる。このことを簡単に地

価水準と上昇率との関係でみることにする。 

 なお、ここでは、平成１８年地価公示の東京都２３区内

の住宅地のうち、都市計画法による第一種及び第二種低

層住居専用地域に指定されている地点の地価をその他の

地価と比較するなどしつつ、分析・検討するものとする。

また、使用するデータは、「地価公示時系列データＣＤ

－ＲＯＭ 平成１８年版」を使用して分析している（以下

「地価公示データ」という）。 

 

 

２．平成１８年地価公示の東京都の住宅地の用途地域別の

状況 

 

 公式には、用途地域別の地価の状況について、集計発

表されていないので、地価公示データにより、集計する

と次ページのようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表 用途地域別価格帯別の地価公示地点数及び平均価格 

 

住宅地用途地域別価格帯

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

低専

中専

住居

近商・商業

合計

２０万以下 20～４０万 ４０～６０万 ６０～80万 ８０～100万 100万以上
 

注 「低専」は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域、「中専」は、第一種中高層住居専用地域及び第二種

中高層住居専用地域、「住居」は、第一種住居地域及び第二種住居地域、近商・商業は、近隣商業地域及び商業地域のそ

れぞれ合計である。以下同じ表現を用いることがある。 

 

これらを見ると、１００万円以上の価格帯については、

低層住居専用地域は他に比較して少ないが、これらは

低層住居専用地域が都心部に少なく、中高層住居専用

地域及び住居地域が都心に近い一部の高級住宅地を有

するというサンプルの差であると思われる。平均価格

は、低専、中専及び住居とも、同じ水準にあるが、１００

万円以上の価格帯が中専と住居の平均を押し上げてい

ると考えられる。また、６０万円以上の価格帯の割合は

余り変わりない。６０万円より下の価格帯では、一般的

には、低層住居専用地域、中高層住居専用地域及び住

居地域にかけて、だんだんと価格帯が下方に移動して

いることがわかる。低層住居専用地域は、４０万円から

６０万円の価格帯が広がり、その分その下の価格帯が少

なくなっていることなど、低層住居専用地域の方が、

中高層住居専用地域及び住居地域よりは、一般的には、

より上位の価格帯の幅が広い。低層住宅地の良好な住

環境によりこのような価格差が生じている側面がある

と考えられる。 
１００万円以上の価格帯の地点は、次の表の通りであ

り、いずれも、千代田区、港区及び渋谷区（表参道な

ど）である。１００万円以上の価格帯の公示地点は、２３

区では、合計３０地点あるが、住居が１３地点、中専が１５

地点となっており、低層住居専用地域に係るものは、

わずか２地点である。住宅地の高価格帯が、住居や中 

価格帯 １低専 ２低専 １中専 ２中専 １住居 ２住居 近商 商業 計 

２０万以下 １２ ２ ９ ０ ９ ０ ０ ０ ３２

２０～４０万 １４３ ８ １３３ ７ １４４ ３ ０ ０ ４３８

４０～６０万 ２０１ １ ９４ ４ ５８ ８ ０ １ ３６７

６０～８０万 ２５ ０ １７ ７ １７ ６ ０ １ ７３

８０～１００万 １２ １ ６ ４ ４ ４ １ ０ ３２

１００万以上 １ １ １０ ５ ５ ８ ０ ０ ３０

計 ３９４ １３ ２６９ ２７ ２３７ ２９ １ ２ ９７２

４４５，０８９ ３６４，９２３ ４３０，００４ ６７５，５９３ ４１７，６２９ ４５３，７６０ ９７３，０００ ４５４，２２７
平均価格 

４４２，５２８ ４５４，２４２ ４７１，６２４ ６８３，３３３ 
４５４，２４２



表 単位価格１００万円以上の地点の一覧（価格順） 

 区 公示価格 最寄り駅 用途地域  区 公示価格 最寄り駅 用途地域

１ 千代田区 ２，５００，０００ 市ケ谷 ２住居 １６ 千代田区 １２６００００ 麹町 ２住居 

２ 港区 ２，１１０，０００ 溜池山王 ２住居 １７ 渋谷区 １２４００００ 渋谷 １低専 

３ 千代田区 １，８９０，０００ 半蔵門 ２住居 １８ 渋谷区 １２０００００ 表参道 １中専 

４ 千代田区 １，８６０，０００ 半蔵門 ２住居 １９ 港区 １，１８０，０００ 赤羽橋 １住居 

５ 千代田区 １，７６０，０００ 九段下 １住居 ２０ 港区 １，１７０，０００ 表参道 ２中専 

６ 千代田区 １，６３０，０００ 飯田橋 １住居 ２１ 港区 １，１４０，０００ 広尾 １中専 

７ 千代田区 １，６１０，０００ 永田町 ２住居 ２２ 港区 １，０５０，０００ 麻布十番 １中専 

８ 港区 １，５４０，０００ 六本木 １中専 ２３ 港区 １，０５０，０００ 六本木 １中専 

９ 港区 １，５００，０００ 麻布十番 ２中専 ２４ 港区 １，０４０，０００ 白金台 １中専 

１０ 港区 １，４１０，０００ 広尾 １住居 ２５ 渋谷区 １，０３０，０００ 渋谷 ２低専 

１１ 千代田区 １，３６０，０００ 麹町 ２住居 ２６ 渋谷区 １，０３０，０００ 表参道 ２中専 

１２ 港区 １，３６０，０００ 青山一丁目 １中専 ２７ 港区 １，０３０，０００ 六本木 ２中専 

１３ 千代田区 １，３４０，０００ 四ツ谷 １住居 ２８ 港区 １，０３０，０００ 麻布十番 １中専 

１４ 港区 １，３４０，０００ 表参道 ２中専 ２９ 渋谷区 １，０２０，０００ 渋谷 ２住居 

１５ 港区 １，３００，０００ 表参道 １中専 ３０ 渋谷区 １，０１０，０００ 表参道 １中専 

 

専は都心部に集中しているに対して、低専は山手線の

外側（松涛と南平台）の高級住宅地である。低専は、

都心の利便性よりは、周辺の住環境が評価されている

ものと推測される。 
なお、近隣商業地域及び商業地域における住宅地は、

ポイント数が極端に少なく、このような分析にはなじ

まないので除外する。 
 
 

３．住宅地の価格別の変動率（全用途地域） 

  
まず、住宅地の全地点の、公示価格と変動率の関係

を見てみる。これからは、相関係数はあまり高くない

ものの、価格帯の低い地点は、多くの場合、変動率が５％

以内に収まっており、さらに、価格帯が高い地点は、

右に行くほど、変動率は高くなっていることがうかが

える。今回の地価公示では、価格帯が高くなるほど、

上昇率が一般的には高く、住環境や都心からの距離な

どで条件の良い土地に人気が集まっていることが考え

られる。ただし、全体としての相関関係は、それほど

高くないが、地価水準が高い土地が上昇率が高く、人

気が集まる傾向は少しは読み取れる。なお、一部にお

いて、常磐新線などの開通により、低価格帯の地点で

も、高い上昇率が見られるものがある。これらは、新

線の開通という社会資本のストックの整備による利便

性の向上が寄与している。 
 

住宅地の公示価格と変動率の相関

y = 1E-05x - 3.1227
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４．住宅地の用途容積率別の価格と変動率 

 

このことをより詳細にみるために、各用途別かつ容積

率別の地価別の変動率を見る。 
すなわち、２３区内の住宅地の地価公示地点について、

都市計画の用途地域ごとに、容積率が同じ地点の地価と

この対前年の変動率の相関関係をみてみる。 
 

（１）低層住居専用地域の容積率８０％の地点 

公示地点ではもっとも厳しい容積率である容積率

８０％で、低層住居専用地域の全地点の公示価格と対前年

変動率である。 

これによると、低い価格帯の地点は、変動率が低く、

高い価格帯の地点は、変動率が高くなっている。その相

関係数はきわめて高くなっている（Ｒ２＝０．８４３６）。価格

が高い地域は、その地点の環境の総合評価が高い地点で

あるが、その地点は、よりその価値が評価されて、価格

が上昇している。すなわち、価格帯が高くなればなるほ

ど、上昇率が高くなる傾向が出ている。その上昇率は、

最高で３．３％であり、世田谷区成城である。なお、上昇

率の上位５位では、世田谷区成城が３地点、大田区田園

調布が２地点となっている。いずれも、２３区の中では、

周辺部に位置しているが、高級住宅地としての地域の住

環境に人気が集まっているものと考えられる。 

容積率８０%の低専

y = 6E-06x - 1.4998

R2 = 0.8436
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（２）低層住居専用地域容積率１００％の地点 

 

 次に、容積率が１００％の低専をみても、同８０％の地点

より相関度は低いものの、相当程度の高い相関が得られ

ている（Ｒ２＝０．７５４５）。価格が高い地点は、その総合的

な住環境が評価され、その価格の上昇が見られる。最も

高い上昇率は、目黒区青葉台の１０．５％であり、上位５

位まですべて目黒区となっている（上のほか、三田、自

由が丘、鷹番、駒場）。 

容積率１００%の低専

y = 1E-05x - 2.9877
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（３）低層住居専用地域の容積率１５０％の地点 

 

容積率が１５０％の低専では、その相関係数が低くなっ

ている。すなわち、一概に容積率がその住環境の指標と

はならないものの、一般的には、それが低く設定されて

いると、住棟間のゆったりした、日照や通風が確保され

た環境が存在する可能性が高く、容積率が低い地域は、

住環境がある程度安定し、価格にもそのことが反映され

ると考えられる。すなわち、低層住居地域では、容積率

が低くなればなるほど、その地域の住環境が上昇する可

能性がある。逆に、容積率が高い場合には、その地点の

総合的な住環境は、他の要素に左右される可能性が高く、

同じ容積率でも価格を左右する他の環境上状況が一定せ

ず、様々な要素で総合的な住環境や利用可能性などが評

価されていると考えられる。公示価格が高いところが、

どの要素に人気があるかによって、必ずしも高い変動率

（上昇率）になるとは限らず、価格水準と上昇率との相

関関係は低くなっていると考えられる。 

容積率が１５０%の低専

y = 1E-05x - 3.4701

R2 = 0.6377
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（４）中高層住居専用地域 

 

中専についても、地価水準の高い地点の方が上昇率が

高く、人気が集まるようであり、同じような価格水準と

上昇率との関係が生じている。この場合は、日照通風や

緑の多さよりは、都心に近くより利便性の高く、ステイ

タスのあるところの価値に力点が置かれているものと推

定される。 
価格水準の高さは、都心に近い利便性の高い地域に集

まっており、その水準の高いところの地価の大幅な上昇

が見られる。容積率８０％の低層住居専用地域のように、

２３区の周辺部の高級住宅地の上昇率が高くなっている

こととは逆である。 
容積率２００％及び同３００％のいずれも、価格水準が高

くなると、上昇率が高くなっている。価格水準の高い地

点は、１００万円以上の単価の土地が多く、これらの多く

は、都内の人気スポットの背景にある高級住宅地であり、

これらに牽引されている可能性が高い。これに加えて、

都心からの交通等の利便性や土地のステイタスなどを中

心とした総合的な住環境人気が集まっていると考えられ

る。 
ただし、２００％の容積率より３００％の容積率の地点の方

が価格水準と上昇率との相関が高く、容積率が高いほう

が、地価水準と上昇率との関係により強い相関が見られ

る。これは、低層住居専用地域と異なり、緑の豊かな、

住棟間のあるゆったりとした住環境というよりは、その

土地の利用可能性の方が重視され、より容積率が高いほ

うが、上昇率に象徴される人気との相関が高く、逆に、

容積率が低い場合は、住環境と容積率に代表される利用

可能性の関係が少しあいまいであり、必ずしも地価水準

が高いほうがより人気が集まるとは限らず、地域の建物

のゆったり度など地価水準の他の決定要素による人気度

も評価され、底流に流れているとも考えられる。 
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容積率が200%の中専
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容積率300%の中専

y = 2E-05x - 8.659

R2 = 0.7572
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４．結論 

 
 今回の地価公示の傾向からは、地価の二極化が進行し

ているという点については、住居専用地域を中心に、一

般的には高水準の地価のところが人気があることがわか

る。しかも、低層住居専用地域は容積率が低くなるほど、

中高層住居専用地域は容積率が高くなるほど、それぞれ

より明確に示されていると思われる。住宅地としての総

合評価として、都心部の高容積の住宅地のみが評価され

ているわけでない。住環境のよりよい住宅地は、必ずし

も利便性の高い都心部高級住宅地ばかりではない。容積

率の低く、住環境が比較的守られやすい閑静な住宅地も

同様に、その住環境の故に、より人気が出ている場合も

ある。 
 結論とすると、住宅地として、総合評価を受けている

地点は、程度の差こそあれ、一層高い評価を受けつつ、

二極化が進行すること、そして、低層の地域は住環境が

中心に評価を受け、中高層は利便性と利用可能性が主に

評価を受ける傾向があるというパターンではないかと思

われる。 
 この場合、低層地域は、利便性や利用可能性ばかりで

はなく、低容積率に象徴される規制の厳しさによるベー

シックな住環境の評価が、より評価を受けていると考え

られる。 
 このことは、本誌の前号で、７０年以上にわたる風致地

区における規制が、極めて良好な住環境を形成すること

に大きく寄与し、これにより、地域の地価が反映されて

いると土地所有者等が好意的に見ていることからも推察

される。 
 

［ こくら むねはる ］ 

［土地総合研究所理事兼調査部長・博士（工学）］ 


